
























































































































































N Cの変遷）

1992年 体育科N c

（ナショナル・ カリキュラム、

· 1988年一教育改革法、
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スポー ツ政策の動向と所管庁
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公認スポー ツ指導者海外調査研修事業報告財団法人日本体育協会

p 14 （内海和雄氏作成）

とは何か：その「自由」とf強制Jにおける社会学的理解

※『平成21年度

書』平成22年3月31日、

選挙ニ利害の表明（政策評価）

「スポー ツ政策j

1）政治と政策の枠組みにおけるスポー ツ

（法の制定）

亙耳

2 

癒着。政
策
形
成
過
程

（監視）

日己
政策実施過程

（政策評価）

政治と政策の枠組み図1

［拙稿「スポーツ行政施策からスポーツプロモーンヨン政策へ」菊幸ーほか編「現代ス

ポーツのパースベクティプ』大修館書店、2006、p,100]
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  2）イギリスのスポーツ政策から何を学ぶか？

    ・戦後階級社会と福祉政策 特東側諸国との緊張関係
⁷

・労働者階級に対する体育 地方教育当局

・法規定の parliamentary-ism democracy →経験法における即時性と効率性 

・対象 クラブ、 スポーツ統括団体（Sport Governing Bodies) > > 日本

・学校運動部の活用 くく 日本

・社会的、 政治的課題とスポ ーツ／体育との関係の明断性

件日本は政治的、 経済的中立つつ → 体育＞〉スポーツ 制度的保守化

3 体育とスポー ツとの関係からみた戦後日本のスポーツ

1 ）「スポーツを体育化するととは易しいが、 体育化されたスポー ツを文化化することは

難しし、」 → 日本にスポー ツ政策は存在したのかつ

→ 存在したとすれば、 体育政策とどのように異なるのか？

2）教育制度（学校浮動部）と福利厚生制度（企業）に依存するスポーツ

! 

E盟主呈呈盟主主l Sport System 

3）体育 ，教育ー 供給

スポーツ，文化 需要

依存 I f 
「｜社会現象 スポーツ需要＞体育需要一 自立 」 目

4）社会体育 → みんなのスポーツ → 生涯スポーツ → ？。？

4 我が国の体育社会学は何をテ ーマにすべきか？

1）スポーツ界における体育的＜ハビトゥス プラティ ー ク ー制度＞の功罪

2）プラスの生かし方、 マイナスの課題

3）体育社会学の自己反省（体育社会学の社会学） 特 スポーツ社会学

4 ）体育政策とスポーツ政策のリミナリティ（境界領域）、 区別、 連携
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